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感染症対策について
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⽂字サイズ ⼩  標準  ⼤
もっと⾒る(3件)

ポスト

 令和6年度介護報酬改定に伴い、協⼒医療機関と実効性のある連携体制を構築し、より適切な対応を⾏う体制を確保する観点から、1年に
1回以上、協⼒医療機関との間で、⼊所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協⼒医療機関の名称や取り決め内容等を指定
権者に届け出ることが義務付けられました。

(介護予防)特定施設⼊居者⽣活介護、介護⽼⼈福祉施設(特別養護⽼⼈ホーム)、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、養護⽼⼈ホーム、軽費⽼
⼈ホーム

※特別養護⽼⼈ホーム(介護⽼⼈福祉施設)、養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホームについては、⽼⼈福祉法上の規定

(1)協⼒医療機関に関する届出書

(2)協⼒医療機関との協⼒内容が分かる書類（協定書等）

※協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。

【施設名】協⼒医療機関に関する届出書 (Excel2007〜:52 KB)

毎年度3⽉末まで

※要件を満たす協⼒医療機関を確保できなかった場合でも、「要件を満たす協⼒医療機関を確保するための今後の計画」を届出書に記載し
て提出してください。

以下のメールアドレス（s_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp)への送信、郵送、持参により⾏ってください。

メールの場合、件名は、「【施設名】協⼒医療機関に関する届出書」としてください。（例︓【特養△△】協⼒医療機関に関する届出書）

協⼒医療機関や協⼒医療機関との契約内容に変更(追加)があった場合には、速やかに本届出を再度⾏ってください。

介護保険についてのお知らせトップページ > 重要情報

協⼒医療機関に関する届出書について【1年に1回以上提出が必要です︕】

1.対象施設

2.提出書類

3.提出期限

4.提出⽅法

5.届出内容に変更があった場合
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.pref.tokushima.lg.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%901%E5%B9%B4%E3%81%AB1%E5%9B%9E%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%E3%80%91%EF%BD%9C%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B&url=https%3A%2F%2Fwww.pref.tokushima.lg.jp%2Fkaigohoken%2Ftopics%2F7240847%2F
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/926536.xlsx
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/926536.xlsx
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/topics/


※介護保険サービス事業所で、協⼒医療機関の変更がある場合は、変更届出書（介護⽼⼈保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変
更申請書）(県ホームページリンク)も併せて御提出ください。

・施設基準第3号「⼊院を要すると認められた⼊所者の⼊院を原則として受け⼊れる体制を確保していること。」を満たす協⼒医療機関は
「病院」である必要がありますので、御注意ください。(特定施設⼊居者⽣活介護、軽費⽼⼈ホームは除く)

・協⼒医療機関連携加算（1）を算定する場合において、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに本届出書を提出
する必要があります。

・介護⽼⼈福祉施設(特別養護⽼⼈ホーム)は、介護保険法、⽼⼈福祉法ともに規定がありますが、届出書様式は同じですので、提出は1部で
かまいません。ただし、事業所ごと（介護保険事業者番号ごと）に提出する必要があります。

・当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんので御注意ください。

お問い合わせ

保健福祉部 ⻑寿いきがい課 施設サービス指導担当
電話番号︓088-621-2182,2159
FAX番号︓088-621-2840
メールアドレス︓s_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp

サイトマップ

6.その他

http://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/jigyoinfo/jigyo/henko.html/
http://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/jigyoinfo/jigyo/henko.html/
mailto:s_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kaigohoken/sitemap.html


（別紙１）

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

ー ）

□ 1  (介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 2  地域密着型特定施設入居者生活介護

□ 3  (介護予防)認知症対応型共同生活介護 □ 4  介護老人福祉施設

□ 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □ 6  介護老人保健施設

□ 7  介護医療院 □ 8  養護老人ホーム

□ 9  軽費老人ホーム

ー ）

備考 1 各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）を添付してください。

2

3 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。

診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームは第１号及び第２号
「3か月以内に地域の在宅療養支援病院等をリストアップし協議先を検討する」など具体的な計画を記載

（各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準）

協力医療機関に関する届出書

フリガナ
名　　称

(郵便番号

　(ビルの名称等)
連 絡 先 電話番号 FAX番号
事業所番号

代表者の職・氏名 職名 氏名
(郵便番号

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

協議をした医療機関との対応の
取り決めが困難であった理由

(過去1年間に協議を行っていない場合)
医療機関と協議を行わなかった理由

医療機関名（複数可）

※在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ医療機関(200床未満)、在宅療養後方支援病
院等を想定

(協議を行う予定の医療機関がない場合)
基準を満たす協力医療機関を定める
ための今後の具体的な計画（※6）

関係書類 別添のとおり

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームについては「施設
基準（※1）第3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。

（※1） 各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準は裏面を参照。
（※2） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
（※3）
（※4）
（※5）
（※6）

特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第2項
地域密着型特定施設入居者生活介護　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第2項
認知症対応型共同生活介護　　　　　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第2項
介護老人福祉施設　　　　　　　　　　　　　：指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護   ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第1項
介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項
介護医療院　　　　　　　　　　　　　　　　：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項
軽費老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　：軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項
養護老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　：養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第25条第1項

事務所・施設の所在地

事業所・施設種別

代表者の住所

①施設基準（※1）第1号（※2）
　の規定を満たす協力医療機関 入所者等が急変した場合等

の対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

②施設基準（※1）第2号（※3）
　の規定を満たす協力医療機関 入所者等が急変した場合等

の対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

（事業所・施設種別４～８のみ）

③施設基準（※1）第3号（※4）
　の規定を満たす協力病院 入所者等が急変した場合等

の対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

第1号から第3号の規定(※5)にあたり
過去1年間に協議を行った医療機関数

届出後1年以内に協議を行う
予定の医療機関

協議を行う予定時期 令和　　　年　　　　月

届　

出　

者

協
力
医
療
機
関

上記以外の協力医療機関

施
設
基
準
第
1
号
、
第
2
号
及
び
第
3
号
の
規
定
を
満

た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
い
な
い
場
合

(

※
5

)

事業所名(施設名)を記入してくださ
い。

「連絡先」の欄には、事業所の電話番
号FAX番号を記入してください。

「代表者の職・氏名、住所」は法人代表者の
情報を記入してください。

①第１号の要件
「入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を
常時確保していること。」
を満たしている協力医療機関の情報を記載してください。

②第２号の要件
「診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。」
を満たしている協力医療機関の情報を記載してください。

③第３号の要件（特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームは除く）
「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している
こと。」
を満たしている協力病院の情報を記載してください。

協力内容が分かる書類（協定書等）を添付してください。
※協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。





事 務 連 絡

令和７年１月８日

各高齢者施設運営法人代表者

殿

各高齢者施設・事業所管理者

徳島県保健福祉部長寿いきがい課

高齢者施設等の利用者又は職員に感染症又は食中毒が

発生した場合の県への報告について（依頼）

日頃は、本県の高齢者福祉行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。

高齢者入所施設又は通所事業所において、利用者や職員にインフルエンザや新型コロナ

ウイルス感染症などの感染症又は食中毒が発生した場合には、別添の平成17年2月22日

付け(厚生労働省通知令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症等発生時

に係る報告について」に基づき、次のア、イ又はウに該当した場合は、貴事業所の所在地

を管轄する保健所への報告をお願いします。

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤

患者が１週間内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は

全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が

疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

なお、保健所へ報告する際には、県長寿いきがい課にも併せて報告をお願いします。

また、今後も引き続き徹底した感染防止対策に努めていただくとともに、感染症又は

食中毒が発生した場合の対応について、不明な点がある場合には、最寄りの保健所又は

県長寿いきがい課まで御相談下さいますよう、お願いします。

【連絡先】

○ 徳島保健所 （感染症・疾病対策担当） 電話：０８８－６０２－８９０７

○ 吉野川保健所（健康増進担当） 電話：０８８３－３６－９０１９

○ 阿南保健所 （健康増進担当） 電話：０８８４－２８－９８７４

○ 美波保健所 （健康増進担当） 電話：０８８４－７４－７３４３

○ 美馬保健所 （健康増進担当） 電話：０８８３－５２－１０１８

○ 三好保健所 （健康増進担当） 電話：０８８３－７２－１１２３

○ 長寿いきがい課（施設サービス指導担当）電話：０８８－６２１－２１８２

（在宅サービス指導担当）電話：０８８－６２１－２１９２
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こ 成 総 第 １ ８ 号 

こ 支 総 第 ９ 号 

健発０４２８第３号 

生食発０４２８第８号 

社援発０４２８第１８号 

障発０４２８第１号 

老発０４２８第９号 

令和５年４月２８日 

 

  都道府県知事 

  指定都市市長 

各  中核市市長  殿  

  保健所政令市市長 

  特別区区長 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正に

ついて 

 

社会福祉施設等において感染症等が発生した時の報告については、「社会福

祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成 17 年２月 22 日

付け健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、社援発第

0222002 号、老発第 0222001 号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省

老健局長通知)によることとしていますが、今般、当該通知を別添のとおり改

正することとしたので、ご了知いただくとともに、関係機関等へ周知いただき、

その実施に遺漏なきようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）については、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44

条の２第３項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和５年５月７日をもって

同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに

伴い、同月８日に同法の５類感染症に位置付けられることとなったところです
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が、それ以降も、引き続き当該通知における「感染症」には、新型コロナウイ

ルス感染症が含まれる旨申し添えます。 

（主な改正箇所は太字下線） 



 

健 発 第 0222002 号 

薬食発第 0222001 号 

雇児発第 0222001 号 

社援発第 0222002 号 

老 発 第 0222001 号 

平成 17 年２月 22 日 

 

  都道府県知事 

  指定都市市長 

各  中核市市長  殿  

  保健所政令市市長 

  特別区区長 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 長 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

厚生労働省社会・援護局長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

 

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 

 

高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護老

人保健施設等（その範囲は別紙のとおり。以下「社会福祉施設等」という。）に

おいては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められる。 

今般、下記により、社会福祉施設等において衛生管理の強化を図るとともに、

市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告を求め、併せて保健所へ報告する

ことを求めることとしたので、管内市町村及び管内社会福祉施設等に対して、下

記の留意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。 

また、下記の取扱いに当たっては、公衆衛生関係法規を遵守しつつ、民生主管

部局と衛生主管部局が連携して対応することが重要であることから、関係部局

に周知方よろしくお願いする。 

  



 

記 

 

1. 社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を

疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は

必要な指示を行うこと。 

 

2. 社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそ

れが疑われる状況が生じたときは、施設内において速やかな対応を行わなけ

ればならないこと。 

 また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に

応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措

置を講ずること。 

 

3. 社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われ

る状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録する

こと。 

 

4. 社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福

祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、

対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなど

の措置を講ずること。 

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又

は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上

又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等

の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

 

5. ４の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、

当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努

めること。 

 

6. ４の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症

法」という ）第 15 条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法（昭和 22 年

法律第 233 号）第 63 条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん



 

延を防止するために必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通じ

て、その結果を厚生労働省に報告すること。 

 

7. ４の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会

福祉施設等に関する情報交換を行うこと。 

 

8. 社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延

を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態に

よっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利

用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。ま

た、職員を対象として衛生管理に関する研修を定期的に行うこと。 

 

9. なお、医師が、感染症法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその

疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出

を行う必要があるので、留意すること。 

 

 

  



 

別  紙 

 

対象となる社会福祉施設等 

 

【介護・老人福祉関係施設】 

○ 養護老人ホーム 

○ 特別養護老人ホーム 

○ 軽費老人ホーム 

○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター 

○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設 

○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所 

○ 老人福祉センター 

○ 認知症グループホーム 

○ 生活支援ハウス 

○ 有料老人ホーム 

○ サービス付き高齢者向け住宅 

○ 介護老人保健施設 

○ 看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所 

○ 介護医療院 

 

【保護施設】 

○ 救護施設 

○ 更生施設 

○ 授産施設 

○ 宿所提供施設 

 

【ホームレス関係施設】 

○ ホームレス自立支援センター 

○  緊急一時宿泊施設 

 

【その他施設】 

○ 社会事業授産施設 

○ 無料低額宿泊所（日常生活支援住居施設含む） 

○ 隣保館 

○ 生活館 

 



 

【児童・婦人関係施設等】   

○ 助産施設 

○ 乳児院 

○ 母子生活支援施設 

○ 保育所 

○ 認定こども園 

※ 幼保連携型・幼稚園型については、学校保健安全法第 18条（保健所との連絡）

等の規定にも留意すること。 

○ 児童厚生施設 

○ 児童養護施設 

○ 児童心理治療施設 

○ 児童自立支援施設 

○ 児童家庭支援センター 

○ 児童相談所一時保護所 

○ 婦人保護施設 

○ 婦人相談所一時保護所 

 

【障害関係施設】 

○ 障害福祉サービス事業所（訪問系サービスのみを提供する事業所を除く） 

○ 障害者支援施設 

○ 福祉ホーム 

○ 障害児入所施設 

○ 児童発達支援センター 

○ 障害児通所支援事業所 

○ 身体障害者社会参加支援施設 

○ 地域活動支援センター 

○ 盲人ホーム 


